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①
特
別
障
害
者
手
当

対

象
／
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別

な
介
護
が
必
要
な
20
歳
以
上
の
在
宅
障

害
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
❶
重
度
の
障
害
が
2
つ
以
上
あ
る
（
内
部

障
害
の
重
複
は
1
つ
の
障
害
と
し
て
扱

わ
れ
ま
す
）

❷
重
度
の
障
害
が
1
つ
あ
り
、
ほ
か
の
障

害
（
身
体
障
害
者
手
帳
3
級
、
知
的
障

害
Ｉ
Ｑ
35
以
下
ま
た
は
精
神
障
害
）
が

2
つ
以
上
あ
る

❸
両
上
肢
・
両
下
肢
・
体
幹
・
精
神
の
い

ず
れ
か
の
障
害
が
特
に
重
度
で
あ
る
た

め
、
日
常
生
活
（
動
作
）
能
力
に
重
篤

な
支
障
が
あ
る

②
障
害
児
福
祉
手
当

対

象
／
在
宅
で
日
常
生
活
に
お
い
て
常

に
介
護
が
必
要
で
あ
り
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満
の
子
ど
も

❶
重
度
の
障
害
が
1
つ
以
上
あ
る

❷
知
的
障
害（
Ｉ
Ｑ
35
以
下
）と
身
体
障
害

（
身
体
障
害
者
手
帳
2
級
）の
合
併
障
害

③
特
別
児
童
扶
養
手
当

対

象
／
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神
に
障

害
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
満
20
歳
未
満
の
子
ど
も
を
家
庭
で
養

育
し
て
い
る
保
護
者

◆
手
当
１
級
に
該
当
す
る
子
ど
も

❶
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
ま
た
は

下
肢
障
害
3
級
の
一
部

❷
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ａ

重度の障害がある人で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、
特別障害者手当などを受給できます。

特別障害者手当などを受給できます
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手当の支給額手当の支給額（令和7年 12  月時点）（令和7年 12  月時点）
手当の種類 支給額（月額）

①特別障害者手当 2万9,590円

②障害児福祉手当 1万6,100円

③特別児童扶養手当
1級　5万6,800円

2級　3万7,830円

④�富士市重症心身障
害者等介護手当 5,000円

重度の障害がある人やご家族へ

◆
手
当
2
級
に
該
当
す
る
子
ど
も

❶
身
体
障
害
者
手
帳
3
級
ま
た
は
下
肢

障
害
4
級
の
一
部

❷
知
的
障
害
で
Ｉ
Ｑ
50
以
下

④
富
士
市
重
症
心
身
障
害
者
等
介
護
手
当

対

象
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

❶
重
度
の
障
害
の
あ
る
人
と
同
居
し
、
常

に
介
護
し
て
い
る
人

❷
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
と
Ｉ
Ｑ
35

以
下
の
知
的
障
害
ま
た
は
精
神
障
害
が

重
複
し
て
い
る
人
と
同
居
し
、
常
に
介

護
し
て
い
る
人

●❶
本
人
ま
た
は
配
偶
者
、
扶
養
義
務

者
の
所
得
が
一
定
以
上
あ
る
と
き

●❷
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き

●❸
3
か
月
以
上
入
院
し
て
い
る
と
き

（
特
別
障
害
者
手
当
の
み
）

手
当
の
認
定
に
つ
い
て
は
審
査
が

あ
り
、
該
当
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
次
の
い
ず
れ
か
に

当
て
は
ま
る
場
合
は
、
手
当
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

富
士
市
重
症
心
身
障
害
者
等

介
護
手
当

●❶
要
介
護
者
が
特
別
障
害
者
手
当
、

障
害
児
福
祉
手
当
、
経
過
的
福
祉

手
当
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て

い
る
と
き

●❷
本
人
ま
た
は
配
偶
者
、
扶
養
義
務

者
の
所
得
が
一
定
以
上
あ
る
と
き

※
●❶
●❷
に
該
当
し
て
も
、
身
体
障
害

と
知
的
障
害
が
重
複
し
て
い
る
人

は
支
給
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。

●❸
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
と
き

手
当
に
は
支
給
制
限
が

あ
り
ま
す

！

重度の障害とは
◦身体障害者手帳の個別の障害が

1級（聴覚障害は2級）
◦知的障害でIQ（知能指数）20以下
◦精神障害者保健福祉手帳1級

問合せ  障害福祉課  0545-55-2759  0545-53-0151  Efu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp


